


□ショートステイ・デイサービス個別型
　お母さんと赤ちゃんが一緒に医療機関等で休養をとり
ながら看護職によるケアや授乳のアドバイスなどを受け
ることができます。
対　府中市民で出産後１年未満のお母さんとその赤ちゃん
所　

実施施設
対応の可否と月齢

デイサービス ショートステイ
東府中病院 ○ 4か月未満 ○ 4か月未満
府中の森土屋産婦人科 ○ 4か月未満 ○ 1か月未満
榊原記念病院 ○ 4か月未満 × ―
にじの助産院 ○ 1歳未満 ○ 1歳未満

費　
サービス内容 利用時間など 利用料金

（食事代込） 利用日数

ショートステイ
（宿泊型）

午前10時以降
翌日午後４時まで

１泊２日
6,000円

ショートステ
イとデイサー
ビスを合わ
せて上限７日

デイサービス
（日帰り型）

午前10時以降
午後４時まで

１日
2,500円

□デイサービス集団型
対 ●ママとねんねの赤ちゃんの会
　　市民で生後４か月未満の赤ちゃんとそのお母さん
　●ママとはいはいの赤ちゃんの会
　　市民で生後６か月から１歳未満のお子さんとそのお
母さん

所　府中市子育て世代包括支援センターみらい
内　子育ての悩みを楽しくお話しながら助産師と一緒に
考える、少し育児が楽になる講座です。

費　ママとねんねの赤ちゃんの会　1,000円（全４回）
　　ママとはいはいの赤ちゃんの会　500円（全２回）
　※非課税・生活保護世帯は参加費が免除されます。
詳細は市ホームページをご確認ください。

産後ケア
個別型

産後ケア
ねんねの会

産後ケア
はいはいの会

産後ケア事業 申・問 子ども家庭支援課母子保健係 ☎368-5333 FAX 334-5539要登録

対　国民健康保険加入者で出産をした方、または妊娠85
日以降で、死産・流産した方
※国民健康保険の被保険者となり６か月以内に出産した
方で、加入前に被用者保険（社保）に被保険者本人とし
て１年以上加入していた方は、被用者保険から支給を
受けられることがあります。なお、被用者保険の種類に
よっては、国民健康保険から支給できないことがあり
ます。
支給額 500,000円（ただし、産科医療補償制度未加入

の場合は、488,000円、なお令和5年3月31日以前に出
産した場合は金額が異なります。）

申　市から医療機関等への直接支払となります。医療機
関等が請求した代理受取額が支給額を下回る場合や、
直接支払制度を利用しなかった場合は、口座番号等が
わかるもの、医療機関等が発行した領収証、直接支払
制度合意文書、医師の証明書等（死産・流産した方）、
出産した方と世帯主のマイナンバーがわかるもの、本人
確認書類を持って、保険年金課へお越しください。

出産育児一時金 問 保険年金課給付係 ☎335-4044

府中市以外の産後ケア施設利用について
所在地の市町村から認定されている「産後ケア施設」を利用するときは「産後ケア費用助成金（限度額あり）」
の申請ができます。詳細はご利用前にお問い合わせください。
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　　 助成金交付対象事業者　
　　 利用料を一旦すべて支払い、後から助成金の申請を

します。
　　7：00～19：00（それ以外の時間は助成対象外）
　　１回の最低利用時間は事業者規定によります。
費　応援券対応事業者
　　1事業者ごとに登録料3,000円
　　 ヘルパー１人につき１時間あたりの利用者負担金

200円＋応援券１時間分
　　助成金交付対象事業者
　　 登録料・入会金・会費・手数料・交通費などは助成対

象外
　●助成限度額
　　 ヘルパー１人につき１時間あたり2,000円、残りは利

用者負担

　※ ただし、1時間あたりの利用料が2,200円未満の場合
は、200円を利用者負担金とし、残りを助成

　※ 父母が市民税非課税・生活保護受給世帯の場合、利
用者負担金１時間200円を助成します。

　　 登録料などは１事業者3,000円まで助成します（２
事業者まで）。

必　父母の非課税証明書（※）または生活保護受給証明書
　※ 府中市で状況確認できる場合は省略可能
内　 日常家事、育児支援、健診・予防接種の
付き添い、兄または姉（未就学児）の世
話、助言・相談
詳細は市ホームページをご確認ください。
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サービス・その他

対 　府中市に住民登録があり、妊娠届を出した妊婦、ま
たは単胎児・多胎児を育児中の援助が必要な母と父

日　 応援券対応事業者
　　 応援券（チケット）と利用者負担金で利用できます。
　　8：00～18：00　１回１時間以上から

要登録 ふちゅうママパパ応援隊 申・問子ども家庭支援課母子保健係 ☎368-5333 FAX 334-5539

　市では府中市に住民登録のあるお子さん（生後50日目ま
で）を対象に費用助成を行っています。母子健康手帳交付
時に受診票をお渡しします。

所　都内契約医療機関
内　新生児聴覚検査（初回検査）
費　一部助成

新生児聴覚検査 問子ども家庭支援課母子保健係 ☎368-5333 FAX 334-5539

①母親向けコース　
対　妊娠16～27週の初産の妊婦　費　無料　内　妊
娠中の生活、歯科・栄養の話、ママ同士の交流ほか

②両親向けコース
対　妊娠28～36週の初産の妊婦とその配偶者
費　無料　内　沐浴体験、赤ちゃんとの生活ほか

教室

　市では、初産の妊婦、及びその配偶者を対象とした「はじめてのパパママ学級」を開催しています（要予約）。詳細は
市ホームページをご確認ください。

はじめてのパパママ学級
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します。
対 次のすべてに該当する健康診査
●府中市民である時に受診した健康診査
●契約医療機関以外の国内にある医療機関及び助産
所で受診し、費用を自己負担した健康診査

●妊娠届提出以降に受診した健康診査
内 ●妊婦健康診査1～14回目
●超音波検査（４回）

●妊婦子宮頸がん検診（1回）
※助成限度額については、受診年度により異なります。
※限度額未満の場合は、自己負担額を助成します。
※健康保険適用分は対象外です。
※ 申請期間は、出産日または最後に妊婦健
康診査を受診した日から１年以内

詳細は市ホームページをご確認ください。

　新生児聴覚検査受診票が使用できない国内の都外医療
機関・都内契約医療機関以外で新生児聴覚検査を受診した
場合、その費用を助成します。
対 次のすべてに該当する検査
● 新生児聴覚検査の受診日当日に府中市に住民登録の
あるお子さんが受けた検査
● 生後50日に達する日まで（生まれた日を0日として起算
し50日まで）に受けた検査

● 国内にある都外医療機関や都内の契約医療機関以外
で受診し、費用を自己負担した検査

内 ●初回検査（1回）
※助成限度額については受診年度により異なります。
※限度額未満の場合は、自己負担額を助成します。
※健康保険適用分は対象外です。
※申請期間は、出産日から1年以内
詳細は市ホームページをご確認ください。

新生児聴覚検査費助成 問子ども家庭支援課母子保健係 ☎368-5333 FAX 334-5539

　東京都では、出産前後の母体・胎児や新生児に対する高度
で専門的な医療に対応できる周産期母子医療センターを整
備促進するなど、周産期医療対策事業を実施しています。

詳細は東京都ホームページをご確認ください。

周産期医療 問東京都福祉保健局救急災害医療課 ☎03-5320-4378 FAX 03-5388-1441

　東京都の市町村（八王子市及び町田市を除く）に住所を
有し、対象疾病にかかっている方で、認定基準を満たし、医
療機関に入院して治療を受ける必要のある方は医療費助

成を受けることができます。
詳細は東京都ホームページをご確認ください。

妊娠高血圧症候群等の医療費助成 問 東京都多摩府中保健所保健対策課 ☎362-2334 FAX 360-2144
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「0歳」赤ちゃん誕生！ 　新しい家族が生まれました。どんなに嬉しい
ことでしょう。これからのことを思うと楽しみも
ある反面、不安もあるのではないでしょうか。で
も心配することはありません。このページの
チェックリストを見て、親子の健康や、助成や手
当てなどのバックアップ制度を確認しましょう。

赤ちゃんが生まれた時の手続き

ママと赤ちゃんの健康

　赤ちゃんが生まれて、すぐ
にはママの体はもとには戻
りません。元気に動けるよう
になるには、２、3か月はかか
るものです。その間にも赤
ちゃんはどんどん大きくなり
ます。ママの身体の回復状
態や赤ちゃんの成長発達を
確認するため、健診など必
ず受けましょう。

健康チェックリスト
□1か月健診
（病院で行うママと赤ちゃんの健康診査）□3～4か月児健康診査・産婦健康診査　集団健診の案内が届きます。□6か月児健康診査
□9か月児健康診査

定期予防接種

　お子さんの病気予防のためには、ぜひ予防接
種を受けましょう。この時「母子健康手帳」「予診
票」が必要です。また接種時期は月齢によって決
まっています。定期予防接種と任意予防接種があ
るので確認しましょう。

相談ごとがあったら

□こんにちは赤ちゃん訪問
□助産師相談
□子育て相談室（保健・栄養・歯科）
□発達に関する相談
□そのほかの様々な相談
➡94・95ページをご覧ください。

　子育てに悩んだ時やわからないことは、いろいろな相談先があります。どんなことでもちょこっと聞いてみましょう。

　最初にやっておくべき重要な手続きがいくつかあります。

□出生届…生まれた日を含め14日以内に届け出てください。
　　　      母子健康手帳に「出生届出済証明」を受けましょう。
□出生通知票…できるだけ早く申請しましょう。
□児童手当、医療費助成…申請手続きを忘れずに。
□健康保険への加入

ひとり親

　あなたがひとり親の場合、いくつかのサービスが受けられ
ます。どんなものがあるのかをチェックして、ご自分に当ては
まる場合は、利用を考えてみましょう。

□子ども医療費の助成
□養育医療
□自立支援医療
□療育給付
□特別児童扶養手当
□障害児福祉手当

□ひとり親家庭等医療費の助成
□児童扶養手当・児童育成手当
□各種の助成や減免など
□母子及び父子福祉資金の貸付
□女性福祉資金の貸付
□母子家庭等自立支援教育訓練給付金
□母子家庭等高等職業訓練促進給付金
□ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
□ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業
□母子生活支援施設
□養育費確保支援事業

□小児慢性疾患の医療費助成
□大気汚染医療費助成
□児童手当
□児童育成手当（障害手当）
□小児精神病医療費助成

　子どもが健やかに育つには、なにかと物入りです。お金もいろいろとか
かってきます。そんなときに利用できるいくつかのサービスがあります。

　定期的に利用する保育・教育施設などの申込
み時期や手続きをあらかじめ調べておきましょう。
➡保育支援課☎335-4172

医療に関する助成や手当

そのほか

→具体的サービスは30ページから

預かりやお手伝い

　育児や子育てはママ一人で
はなかなか難し

い。そういう時は、まわりに助け
てもらいましょう。

□一時預かり □定期利用保育

□病児保育 □ふちゅうママパパ応援隊

□ファミリー・サポート・センター

育児の知識
や講座

□親と子の歯
みがき教室

□離乳食教
室

□家庭教育
学級・親子講

座

　出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月
間（多胎の場合は出産予定日または出産日が属する月の
３か月前から６か月間）の国民健康保険税・国民年金保
険料が免除されます。出産予定日の６か月前から届出が
でき、出産後の届出も可能です。
※ 出産とは、妊娠85日（４か月）以上の出産を言います。
（死産、流産、早産された方を含みます）
●内容
【国民健康保険税】
　令和５年11月以降に出産予定または出産した国民健康
保険被保険者について、国民健康保険税の所得割額及び
均等割額が減額されます。

【国民年金保険料】
　平成31年２月１日以降に出産予定または出産した国民
年金第１号被保険者について、国民年金保険料が全額免
除されます（将来の年金受給額には納付したものとして
反映します）。なお、産前産後期間は付加保険料の納付
ができます。
●必要なもの
　□ 本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許証等）
　□ 母子健康手帳など（出産予定日または出産日が確認

できるもの）
　　※ 被保険者と子が別世帯の場合のみ　出生証明書

など出産日・親子関係がわかる書類

産前産後期間の国民健康保険税・国民年金保険料の免除制度について
申・問  市民部保険年金課保険税係 ☎335-4055　　年金係 ☎335-4066

　児童福祉法で指定を受けた助産所や病院での分娩の
介助や前後の処置・看護を援助します。費用は基準によ
り、一部負担があります。
対　保健上必要であるにもかかわらず、経済的な理由で

助産所や病院に入院できない方で、次に該当する方
●生活保護受給世帯等で、分娩費用の支払いが困難な方

※事前に条件を確認して所定の書類をお渡しします。ま
ずは子育て応援課までお問い合わせください。

入院助産 申・問 子育て応援課母子・父子自立支援担当 ☎335-4240・4204

妊産婦訪問 問 子ども家庭支援課母子保健係 ☎368-5333 FAX 334-5539

　保健師や助産師が家庭訪問して、妊産婦の健康・日常
生活・病気の予防、胎児・赤ちゃんの発育などについて

相談をお受けします。
対　妊婦、または出産後１年未満の産婦

妊婦のための支援給付事業 問 子ども家庭支援課母子保健係 ☎368-5333 FAX 334-5539

　国や都の制度改正により変更になる場合があります。
対　 妊娠届出時及び出産予定日の８週間前以降に申請さ
れた方

内　 妊娠時（国：5万円）、出産予定日の８週間前以降
（国：5万円）

申　 妊娠届出時及び妊娠８か月期に案内

対　●出産する方で出産日に国民健康保険加入の方
●出産費用が不足している方
●受取代理をしない医療機関などを利用する方
●出産予定日まで1か月以内の方、または妊娠４か月
以上で出産費を請求されている方（予約金は対象外）
●ほかの保険制度からこれに相当する給付を受けな
い方

貸付額　390,000円を限度
※出産育児一時金は、出産後、貸付額分が差し引かれて
支給されます。これにより貸付金返済となります。な
お、貸付は無利子です。

必　□母子健康手帳（出産予定日がわかるもの）
□本人確認書類
□口座番号等がわかるもの

出産資金の貸付 問 保険年金課給付係 ☎335-4044
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